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計

　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （厚生労働省）

382,612 精査中

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ分析手法
高度化事業費（補助金） 17,318

医薬品審査等業務庁費 922

医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備
事業費（補助金） 291,685

306

委員等旅費 2,373

職員旅費

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

諸謝金 1,540 精査中

－

－ （　　　２ 　　　) （　　　８ 　　　) （　　１１　　）

単位当たり
コスト

８２，８７１（千円／１ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽあたり構築費） 算出根拠
「医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業」の平成23・24年度補助金交付額
（662,967千円）／８ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（平成24年度までのﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築数）

医療情報データベースシステムの構築数

活動実績

（当初見込
み）

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築数

－ ０ ２

10

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

24年度
目標値

（25年度）

集積可能症例数

成果実績 症例 － 0 1,000,000 10,000,000

達成度

成果指標 単位 22年度 23年度

％ － 0

執行率（％） - 96% 96%

執行額 - 268 294

- 279 305 515 精査中

383 精査中

補正予算 -

繰越し等 - -94 -38 132

0 0 0

計

26年度要求

予算
の状
況

当初予算 - 373 343

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　本事業は、拠点病院の全患者の情報を網羅的に収集するデータベースを構築し、収集されたデータを分析することにより医薬品等の副作用の発生確
率等の定量的情報を迅速に得て、より正確な医薬品等の安全対策を推進することを目的に実施している。平成２３年度から３カ年で全国１０カ所の拠点
に医療情報データベースを設置するとともに、平成２６年度以降は当該拠点を中心とした地域連携体制の構築や拠点を増加し、平成２７年度までに１００
０万人規模の診療記録データを収集するための基盤整備を目標としている。
　また、集積された医薬品にかかる種々情報について、薬剤疫学手法を用いて解析するためのガイドラインを作成する。

実施方法 ■直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

22年度 23年度 24年度 25年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計画、
通知等

－

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」の最終提言に基づき、医療機関の所有する電子カルテ情報など電子
的医療情報を医薬品等の安全対策に活用するべく、大学病院等全国１０カ所の拠点病院に医療情報データベースを構築し、（独）医薬品医療機器総合
機構（PMDA）に分析用システムを構築するとともに、集積されたデータを薬剤疫学手法を用いて分析し、医薬品の市販後安全対策に役立てることを目的
とする。

平成２３年度 担当課室 安全対策課 課長　俵木登美子

事業名

会計区分 一般会計 政策・施策名
Ⅰ-6-2  医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医
薬品等の安全対策等を推進する

事業番号 192

医療情報データベース事業 担当部局庁 医薬食品局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

68,468医薬品安全性事業評価委託費
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・本事業の主たる経費であるシステム構築にかかる経費は、（独）医薬品医療
機器総合機構（「PMDA」）への補助金であり、PMDAにおいて支出されるシス
テム構築費は、競争入札にもとづく契約により実施されており、合理的な支出
となっている。

・本事業にかかる経費の構成は、本事業の方針を決定する検討会のための
経費（委員謝金、旅費、会議費）、データベースシステムの構築にかかる経費
（雑役務費）、システム機器の賃借料などであり、必要な経費に限定されてい
る。

－

－

・活動実績について、２３年度からの３年間でのシステム構築を計画に基づ
き、概ね計画どおり進めている。

・平成25年度において、予定されている10拠点病院のシステムが構築されるこ
とから、平成26・27年度において、システムの試行稼働を行い、平成28年度か
ら本格稼働を行う予定である。

・医薬品の安全性確保のため、市販後安全対策を実施することは国民にとっ
て必要な事業である。

・医薬品の安全対策は、国民の健康保持を担う国が、全国統一的に行うべき
ものであり、地方自治体や民間のみに負担させるものではない。

・国民の健康保持・増進という政策目標のもと実施されている事業であり、優
先度の高い事業である。

・主たる経費の支出は、システム構築であり、これを行う業者については競争
入札をもって契約している。

・医薬品の市販後安全対策について、その最終的な受益者は国民であるが、
医薬品を製造販売する製薬企業についても、安全対策を担う責務があり、本
事業については、システム構築経費の半額を製薬企業の安全対策拠出金で
負担している。

・補助金交付額の範囲内で事業が実施されており、また、システム構築にかか
る経費などについては適切な予定価格をもって積載しており、妥当なコスト水
準と考えられる。

評　価項　　目

点
検
結
果

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

・平成23年度から３年間の計画で全国１０カ所の拠点病院に医療情報データベースを構築する事業であるが、当初、仕様の確定に時間を要したことなど
から平成２３、２４年度ともに事業を繰り越しているところ、データベース構築計画の最終年度である平成２５年度においては、のこりのデータベース構築
について、仕様決定などを迅速に行い、年度内に事業を終了させるため、効率的な事業実施に向けた見直しが必要である。
・なお、本事業の将来的な課題として、医薬品等の安全対策は国民の保健衛生の向上を図るための国の責務であるところ、医薬品の安全性評価を適切
に実施するためには、十分なデータ数が確保されること、集積・抽出データの正確性、網羅性についてバリデーション（検証）を進めることが必要であるほ
か、薬剤疫学手法を用いる分析手法について高度化をはかるためのガイドラインの策定が重要である。これらを踏まえ、本事業について、データ集積数
確保のための協力医療機関の拡充や分析・評価法の高度化など発展的な見直しを行う必要がある。

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

○単位当たりコストの水準は妥当か。

-

関連する過去のレビューシートの事業番号

-平成22年

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

－

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

評価に関する説明

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

○

○

○

外部有識者の所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

平成24年平成23年

行政事業レビュー推進チームの所見

○

○

所管府省・部局名

－

－

○

○

157

備考
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※平成24年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

【随意契約】 【随意契約】 【随意契約】

【一般競争入札】

【一般競争入札】 【一般競争入札】 【一般競争入札】 【随意契約】

【一般競争入札】

【一般競争入札】 【一般競争入札】

【一般競争入札】

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

【総合評価入札】

厚生労働省 

２９４百万円 
医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業及び同分析手法高度化事業実

施のための方針検討にかかる検討会の開催（委員謝金、委員等

Ｄ．事務費 

２．８百万円 
諸謝金、委員等旅費、

職員旅費 

Ａ．日本盲人職能センター 

東京ワークショップ 
 

０．２百万円 

医療情報データベース基盤整備事業協力

医療機関ワーキンググループ議事録を作

Ｂ．(財)日本航空会館 
 

０．６百万円 

医療情報データベース基盤整

備事業協力医療機関ワーキン

ググループ会場借料 

Ｃ．ファミリーマート 
 

０．００４百万円 

医療情報データベース基盤整

備事業協力医療機関ワーキン

ググループ会議費 

Ｅ．（独）医薬品医療機器総合機構 

２９０百万円 
医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業におけるｼｽﾃﾑ構築、ｼｽﾃﾑ機

器借料及び分析手法高度化事業実施のための検討会の開催

（委員謝金、委員等旅費、会議費等）、検討資材の購入、各種調

査（旅費）など。 

Ｆ．(株)日本医療ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 

２１百万円 
 

診療報酬明細書が有するデー

タの電子媒体一式 

Ｈ．(株)ＮＴＴﾃﾞｰﾀ通信 

３２．４百万円 
 

医療情報DB標準ｽﾄﾚｰ
ｼﾞ化ｼｽﾃﾑ構築及びDB
変換統合化ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ

ｳｪｱ開発業務など 
 

Ｇ．日本電気(株) 

４０．２百万円 
 

医療情報DBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

ｼｽﾃﾑ及び統合処理ｼｽ

ﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ開発業務 

Ｋ．（株）三菱総合研究所 
９．３百万円 

 
医療情報DB関連ｼｽﾃﾑ開発に
関する進捗状況管理等業務 

Ｌ．富士通（株） 

３．０百万円 
 

東大病院診療情報ｼｽﾃﾑからのｻﾝ

ﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ用ﾃﾞｰﾀ抽出作業 

Ｍ．兼松ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（株） 
（他３社） 

２１．３百万円 
 

医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ統合処理
ｼｽﾃﾑ関連機器一式など賃貸

借及び保守業務 

Ｎ．富士通（株）（他４社） 

７９．４百万円 
 

医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに関する
標準ﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

業務（東北大学病院） 
 

Ｏ．NTTﾃﾞｰﾀ東海（株） 

５２．５百万円 
 

医療情報DBｿﾌﾄｳｪｱ改修及び

7拠点病院導入 

Ｐ．事務費 

７．８百万円 
諸謝金、委員等旅費、

職員旅費（外国含む） 

 
Ｉ．日本電気(株) 

（他１社） 
２３．５百万円 

 
医療情報DBﾃﾞｰﾀﾏｯﾋﾟﾝ
ｸﾞ業務（北里大学病院） 

 

 
Ｊ．（一財）日本医薬 

情報センター 
０．２百万円 

 
JAPIC医療用医薬品ATC

分類付与ﾃﾞｰﾀ 
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計 32.4 計 7.8

プログラム作成費
医療情報DB標準ｽﾄﾚｰｼﾞ化ｼｽﾃﾑ構築及び
DB変換統合化ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ開発業務など

32.4

諸謝金ほか 検討会出席謝金など 7.8

費　目 使　途
金　額

(百万円）

H.ＮＴＴデータ通信(株)

計 40.2 費　目 使　途
金　額

(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）
計 52.5

G.日本電気(株) 

計 21.0

プログラム作成費
医療情報ＤＢｿﾌﾄｳｪｱ改修及び７拠点病院導
入業務

52.5

医療情報購入費
診療報酬明細書が有するデータの電子媒
体一式

21.0 費　目

9.5F.(株)日本医療データセンター

費　目 使　途
金　額

(百万円）

計 290

プログラム作成費
医療情報ＤＢに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ作成業務ﾌﾄｳｪｱ開発業務（東北大学病院）

9.5

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成費
（繰り越し分） 医療情報ＤＢに関するソフトウェア開発費 88

費　目

事務費
医療情報データベース分析手法高度化にか
かる検討会開催など事務費

21 計 6.8

旅費
医療情報データベース分析手法高度化にか
かる検討会出席諸費及び各種調査旅費（外

7

諸謝金
医療情報データベース分析手法高度化にか
かる検討会謝金

1 借料及び損料
医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ統合処理ｼｽﾃﾑ関連機
器一式など賃貸借及び保守業務

6.8

借料及び損料
医療情報ＤＢ関連機器一式の賃貸借料及
び保守管理費

21 費　目 使　途
金　額

(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）
計 3.0

M.兼松エレクトロニクス(株)

使　途
金　額

(百万円）

計

計 2.8

金　額
(百万円）

雑役務費
東大病院診療情報ｼｽﾃﾑからのｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ用ﾃﾞｰﾀ抽出作業

3.0

使　途
金　額

(百万円）

諸謝金ほか 検討会出席謝金など 2.8 費　目 使　途

計 9.3

費　目

計 0.004

雑役務費
医療情報DB関連ｼｽﾃﾑ開発に関する進捗
状況管理等業務

9.3

会議費
医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業協力医療
機関ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議費

0.004 費　目 使　途
金　額

(百万円）

計 0.2

K.(株)三菱総合研究所

計 0.6

会議費
医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業協力医療
機関ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会場借料

0.6 ﾗｲｾﾝｽ使用料 JAPIC医療用医薬品ATC分類付与ﾃﾞｰﾀ 0.2

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

P. 事務費プログラム作成費
医療情報ＤＢｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｼｽﾃﾑ及び統合処
理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ開発業務

40.2

計 0.2 計 13.9

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

A.日本盲人職能センター東京ワークショップ I.日本電気(株)

会議費
医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業協力医療
機関ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ議事録の作成

0.2 13.9

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）
E.（独）医薬品医療機器総合機構

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成費 医療情報ＤＢに関するソフトウェア開発費 152

プログラム作成費

J.（一財）日本医薬情報センター

医療情報DBデータマッピング業務（北里大
学病院）

L.富士通(株) 

N.富士通(株)

金　額
(百万円）

B.(財)日本航空会館

C.ファミリーマート

費　目 使　途
金　額

(百万円）

使　途

O. NTTデータ東海(株)

D.事務費
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支出先上位１０者リスト（その１）
A.日本盲人職能センター東京ワークショップ

B.(財)日本航空会館

C.ファミリーマート

D.事務費

E.（独）医薬品医療機器総合機構

F.(株)日本医療データセンター

G.日本電気(株)

H.(株)NTTデータ通信

I.日本電気(株)

J.(一財)日本医薬情報センター

K.(株)三菱総合研究所

L.富士通(株)

M.兼松エレクトロニクス(株)

4 東京センチュリーリース(株)
医療情報DB標準ｽﾄﾚｰｼﾞ化ｼｽﾃﾑ、DB変換統合化ｼｽﾃﾑなど関連機器一式の賃貸
借及び保守業務（６拠点病院分）

0.7 1 99.20%

99.20%112.8
医療情報DB標準ｽﾄﾚｰｼﾞ化ｼｽﾃﾑ、DB変換統合化ｼｽﾃﾑなど関連機器一式の賃貸
借及び保守業務（６拠点病院分／初期設定）

富士テレコム(株)3

28.11%21.0
医療情報DB標準ｽﾄﾚｰｼﾞ化ｼｽﾃﾑ、DB変換統合化ｼｽﾃﾑなど関連機器一式の賃貸
借及び保守業務（東大病院分）

富士通(株)2

1 兼松エレクトロニクス(株) 医療情報DB統合処理システム関連機器一式など賃貸借及び保守業務（PMDA分） 6.8 2 31.51%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 富士通(株) 東大病院診療情報システムからのサンプルデータベース用データ抽出作業 3.0 1 90.41%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 (株)三菱総合研究所 医療情報DB関連ｼｽﾃﾑ開発に関する進捗状況管理等業務 9.3 1 75.63%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 （一財）日本医薬情報センター JAPIC医療用医薬品ATC分類付与ﾃﾞｰﾀ 0.2 随意契約 －

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

2 富士通(株) 医療情報DBデータマッピング業務（九州大学病院） 9.6 1 99.86%

1 日本電気(株) 医療情報DBデータマッピング業務（北里大学病院） 13.9 1 95.93%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 (株)NTTデータ通信
医療情報DB標準ｽﾄﾚｰｼﾞ化ｼｽﾃﾑ構築及びDB変換統合化ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ開発業務
など

32.4 1 66.54%

支　出　先 業　務　概　要

日本盲人職能センター東京ワーク
ショップ

医療情報データベース基盤整備事業協力医療機関ワーキンググループ議事録の作成1

落札率

落札率

－

0.2 随意契約 －

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

40.2 1 76.97%1 日本電気(株) 医療情報DBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｼｽﾃﾑ及び統合処理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ開発業務

支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率支　出　先 業　務　概　要

1 (株)日本医療データセンター 診療報酬明細書が有するデータの電子媒体一式 21 1 79.37%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

290 － －

支　出　額
（百万円）

入札者数

0.004 随意契約 －

1

1 （独）医薬品医療機器総合機構 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成費、借料及び損料、雑役務費、謝金、旅費、事務費など

1 ファミリーマート 医療情報データベース基盤整備事業協力医療機関ワーキンググループ会議費

(財)日本航空会館 随意契約

支　出　先 業　務　概　要

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

入札者数 落札率

1 諸謝金など 検討会出席謝金など 2.8 － －

医療情報データベース基盤整備事業協力医療機関ワーキンググループ会場借料

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

0.6

入札者数
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支出先上位１０者リスト（その２）
N.富士通(株)

O.(株)NTTデータ東海

P.事務費

1 諸謝金など 検討会出席謝金など 7.8 － －

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 (株)NTTデータ東海
医療情報DB標準ｽﾄﾚｰｼﾞ化ｼｽﾃﾑ、DB変換統合化ｼｽﾃﾑ、抽出ｼｽﾃﾑなどｿﾌﾄｳｪｱ改修業務
及び導入業務（協力医療機関7病院） 52.5 1 99.26%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

5 (株)ソフトウェア・サービス 医療情報DBに関する標準データ出力プログラム作成業務（東北大学病院） 29.6 1 99.83%

4 富士通(株) 医療情報DBに関する標準データ出力プログラム作成業務（佐賀大学病院） 9.5 1 98.84%

3 富士通(株) 医療情報DBに関する標準データ出力プログラム作成業務（香川大学病院） 9.5 1 98.84%

2 日本電気(株) 医療情報DBに関する標準データ出力プログラム作成業務（浜松医科大学病院） 21.3 1 82.93%

1 富士通(株) 医療情報DBに関する標準データ出力プログラム作成業務（東北大学病院） 9.5 1 98.84%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率
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Company Logo 

1 

【見直しの方向】 
■本事業は、平成２３年度から５年計画で実施中のもので、現在、平成２４年度までに構 

 築できた一部のシステムによる試行を開始する段階であるが、事業当初の仕様確定に 

 時間を要したこと等により、数ヶ月の事業の遅れが生じていることから、計画どおりデー 
 タベース構築を完了させる。 
■データの正確性・網羅性を担保し、信頼性の向上を図る。 

■医薬品等の安全対策上一定の成果を得るためには、長期を含めた少なくとも 

 １０００万人程度のデータが必要であるが、現在計画している１０協力医療機関から集
積されるデータのみでは、十分な量と質のデータが得られないことから、協力医療機関
の拡充を行う必要がある。 

 
【具体策】 
●事業の工程の精査・見直し、進行管理の徹底 

●データの量及び質（長期追跡可能データ等）の充実のため、協力医療機関の拡充等 

 に必要な予算の確保 

  ※予算確保にあたっては、既構築システムの活用、標準仕様の公開などにより導入コストの削 

   減を考慮。 

本事業の見直し案 
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事業名

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求

予算額（補正後） 279 305 515

執行額 268 300

執行率 96.1% 98.4%

総事業費（執行ベース） 532 568

（事業の概要）

実施主体：（独）医薬品医療機器総合機構

（論点）
○　本事業は医薬品の安全対策を進め、もって国民の生命を守るために１０００万人規模
のデータベースを構築することが目標であるが、平成２５年度までに基盤整備を行う全国
１０箇所の大規模病院では、数百万人程度の診療記録データ収集に留まり、１０００万人
に満たない見込みである。
　そもそも、１０００万人規模のデータ収集の必要性について、まず検証を行う必要がある
のではないか。

○　１０００万人規模のデータベースの収集の必要性があったとして、実現するための方
策について、これまでの手法を検証し、協力医療機関の確保策や事業の進行管理を見直
すべきではないか。また、そのために必要な費用について精査すべきではないか。

○　本事業の成果は、製薬企業等が自社製品の安全対策のために利用するものである
ことから、１０００万人規模のデータベースを実現するための追加整備費用及び整備後の
運用経費それぞれに係る国費の負担のあり方について検証を行う必要があるのではな
いか。

論点等説明シート

医療情報データベース事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

医療情報データベースについては、データベースを用いて、医薬品等の副作用の発
生確率を算出すること等により、医薬品等の安全性情報の正確性、迅速性を向上さ
せ、安全対策を推進することを目的に、平成２３年度から５カ年計画で１０００万人規
模の診療記録データを収集するための基盤整備を目標として開始したところであ
る。平成２５年度までに全国１０箇所の大規模病院を薬剤疫学情報収集拠点として
整備し、平成２６年度以降は当該拠点を中心とした地域連携体制の構築や拠点を増
加していく予定である。

補助率：１／２（データベース基盤整備事業）、１０／１０（データベース分析手法高度化事業）

事業番号  
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5 人

1 人

0 人

＜とりまとめコメントの概要＞

＜外部有識者のコメント＞

データベースの規模や達成時期等の検証・明確化、手法の再検討、費用負担の在り
方の検証を念頭に更なる見直しを行い、概算要求へ適切に反映させることが必要。

・本事業のデータベース化の必要性は分かるが、今の10病院が目的と合わせて適切
であるかどうかが明確でない。
・集めたデータをどう活用するかが限定されすぎているのではないか。協力機関が少
ないのは、このデータベース化に協力してもどのような意義が医療機関にあるのか、さ
らに厚労省に何か還元される医療の進展があるのか。データの活用について、もっと
明確な方向性を打ち出しておくべきではないかと考える。
・協力機関の拡充のための具体策をさらに検討する必要がある。例えば、協力するイ
ンセンティブを与えたり、公募要件の見直しなど。
・調達の競争性を高めるべき。
・1,000万人達成に向けた、システム構築、試行の全体像を明確にして進める必要が
ある。
・1,000万人を必要とする理由が明確でない。
・PMDAの費用は、利用者負担で考えるべきである。
・拠点病院（10カ所）が代表的サンプルを提供するとは思えない。本格的に実施するな
らば（個人情報には配慮するとして）、保険者からレセプトデータを収集し、特定個人が
複数の医療機関で受診した結果を追いかけられるようにするべきではないか。さもな
ければ副作用について明確にしにくい。
・将来的には地域の医療機関に拡大するとしているが、その実効性、ロードマップが不
明確（1,000万人の達成は困難）で、予算が膨張する危険がある。
・そもそも、「ナショナルレセプトデータ」の構築が狙いであったならば、原点に立ち戻る
べき。
・製薬メーカーの自己負担の余地もあり、国費投入ありきというのは疑問。

事業全体の抜本的改善

事業内容の改善

現状どおり

行政事業レビュー公開プロセス（６月２１日）

（事業名）医療情報データベース事業

コメント結果 事業全体の抜本的改善
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・「筋の悪い」（当初の狙いからかい離し、有効性もあやしい）事業であり、廃止すべき
でないか。
・事業目的の重要性は理解できる。しかし、本事業のシステムでは、患者の投薬状況
（医療情報）のすべてを把握することができず、統計学的に有意な結果が得られない
可能性が高い。したがって、拠点病院単位ではなく、診療所による投薬状況も含めた
個人ベースのデータ（レセプト）を収集できるシステムに再構築する必要がある。ある
いは、現在進行形のものと統合したシステムを検討すべき。その後に、外国の事例も
参考にしながら、民間資金（受益者負担）の導入も踏まえた国費の投入方法を検討す
べき。
・論点は以下の3つあり、①日本に従来の副作用データベースを超える医療情報デー
タベースが必要か、②必要だとして、現在の仕組みが効果の見込めるものとなってい
るか、③②が満たされるとして、国がどこまで国費を投入すべきか。
・このうち、②と③に問題があり、特に②については、今のシステムでは国費を投入す
るだけの意味がない。その理由は3点あり、大学病院のデータだけでレセプトと連携し
ていない状態では効果がないこと、なかでも東大のような特殊な大学病院からはじめ
ることはもっとも効果がないこと、データ数もせいぜい数百万人分しか集まらず、今後
いくらかければ実効性が得られるかも不明であること。以上より、廃止すべきと考え
る。
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行政事業レビュー（公開プロセス）外部有識者について 
 

 

○ 厚生労働省が選定した外部有識者 

・長崎 武彦  公認会計士 

 

・井出 健二郎 和光大学経済経営学部教授 

 

・石渡 和実  東洋英和女学院大学人間科学部教授 

 

 

○ 行政改革推進本部事務局が選定した外部有識者 

・清水 涼子  関西大学大学院会計研究科教授 

 

・水上 貴央  弁護士 

 

・永久 寿夫  （株）PHP研究所代表取締役専務 

 

・佐藤 主光  一橋大学大学院経済学研究科・政策大学院教授 
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行政事業レビュー(公開プロセス) 

 

開催日時：平成２５年６月２１日（金）１３：２７～１７：３８ 

開催場所：厚生労働省専用第２１会議室(１７階) 

出席者：長崎委員、井出委員、石渡委員、佐藤委員、水上委員、永久委員 

 

＜医療情報データベース事業＞ 

 

○行政改革推進室長 

 それでは、全員おそろいですので、ただいまから厚生労働省の行政事業レビュ

ー(公開プロセス)第 2 回目を開催させていただきます。本日は 4 つの事業につい

て、行政事業レビューを行いますので、よろしくお願いいたします。なお、本日

の会議につきましては、庁舎の設備の関係により、録画の上、会議終了後、厚生

労働省ホームページに掲載をさせていただきます。 

 それでは、頭撮りはここまでといたします。カメラの方につきましては、御退

席をお願いいたします。プレスの方につきましては、引き続き傍聴が可能ですの

で御着席をお願いします。 

 それでは、本日の 1 つ目の事業の「医療情報データベース事業」につきまして、

説明を 5 分厳守でお願いいたします。 

 

○医薬食品局 

 医薬食品局安全対策課です。お手元の資料に基づきまして、私どもの医療情報

データベース事業について、パワーポイントの資料を使って御説明いたします。

私どもの当日の資料の 7 ページから事業の説明資料が開始されておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 8 ページの「医薬品等の市販後安全対策について」ですが、ここに 3 つの丸が

ありますように、市販後情報を収集し、その情報を分析・評価して、必要な安全

対策を実施していくいろいろなツールを使った情報提供を行っていくということ

で、安全対策が行われております。この医療情報のデータベースの事業は、一番

左側の「情報の収集」を従来の副作用を集める手法に加えて、新たな手法として

情報の収集の充実を図るために実施しているものです。 

 資料の右下 3 ページの「医療情報データベース基盤整備事業の概要」です。隠

れた副作用を早く発見したり、副作用の発現率などの定量的な把握を行うことで、

これまでできなかったきめ細い、より早い安全対策を実施しようということです。

1,000 万人規模のデータの収集を目指して、現在 10 の協力医療機関にデータベ

ースの構築をしているところです。平成 23 年度から 5 年計画で、初めの 3 年で

システムを構築し、あとの 2 年でデータの蓄積を図っていく予定です。 

 下の図に各拠点病院という大きな枠がありますが、拠点病院にある電子カルテ、

レセプト、オーダリングシステム、検索結果システムなど、既存の病院内の電子

化された情報を改めて匿名化したデータベースの形に院内で整理していただき、
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それに対して医薬品医療機器総合機構(PMDA)が分析システムをもって、その情報

分析システムからデータの抽出依頼をして、抽出されたデータの結果を頂くとい

う形で情報を収集していくシステムです。 

 4 ページは現在の副作用報告です。これは先生方から副作用を自発的に報告い

ただいているもので、4 行目にありますように、医療関係者が報告しなければ、

副作用の存在そのものが分からないという根本的な問題もありますが、医薬品を

投与されている人数も把握できないので、分母が不明ということで、いろいろな

限界があります。しかしながらこの仕組み自体は非常に重要なツールで、世界中

でこの自発報告のシステムによって安全対策が行われております。ただ、こうい

う限界がありますので、医療情報データベースを使って発現頻度を求めたりする

ことで、他剤との比較又は安全対策の効果を検証することができるようになるの

が期待されているところです。 

 5 ページにありますように、欧米諸国では、既に大規模な医療情報データベー

スを有しており、実際の安全対策への活用を始めております。特に、5～8 番の

国の欄に米と書いてありますが、米国では国の欄に(sentinel 参加)となってい

ます。国レベルで sentinel initiative という、sentinel というのは見張りと

いう意味ですが、見張りをするデータベースということで、安全対策のためのデ

ータベースを構築しており、規模のところを足し算していただくと分かりますよ

うに、既に 1 億を超えるデータを安全対策に使えるようなシステムを抱えており

ます。 

 アメリカでは 2004 年頃、医薬品の副作用が大きな問題になりました。そのと

きに振り返って医療情報データベースを回して研究をした先生がおられ、その問

題となった副作用が、既にデータベースを回していれば、2 年も前に分かったの

ではないかということが、大きな社会的な問題になり、法律をもって医療情報デ

ータベースを構築すべしということで、彼らは構築を進めてきて、2008 年から

既に 4 年を経過して、1 億 6,000 万人のデータを抱えているという状況です。実

際にたくさんの事例について、既に回し始めております。 

 6 ページです。私どもは平成 23 年度に事業を開始し、年度当初に 10 の医療機

関を公募し、この図にありますように、東北大、東大をはじめとした大学病院と、

3 つのグループ病院に参加いただいた協力医療機関の体制をとっております。 

 7 ページはデータベースの基本構成です。一番左にある医事 DB、DPC-DB、オー

ダリング、電子カルテ DB の部分が、病院固有のもので、既に病院の中に存在し

て、日々の診療に使われています。 

 そこから右側が私どもが作っておりますシステムで、標準ストレージ化システ

ム以降、右側の全てのシステム、データベースを構築しています。 

 一番右端にありますが、 PMDA に分析インターフェースシステム。それから

PMDA の管理下にありますが、右下の複合施設統合データ処理センターで 10 機関

から提供される複合施設のデータを統合してデータ処理するという形で、このよ

うなシステムを作っています。 

 8 ページの事業の計画です。平成 23 年度から開始し、現在は平成 25 年度の当
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初ということで、既に 1 病院のシステムの開発を終えています。1 病院のシステ

ムというのは 7 ページの全てのシステムを 1 セット、一そろえ作ったということ

です。平成 24 年、平成 25 年をかけて、6 病院プラス 3 病院の残りの病院に既に

作ったシステムを活用しながら、同じシステムを入れていくということで進めて

います。25 年、26 年、27 年とシステムのテスト・試行利活用をしていき、28 年

度以降、本格運用し、製薬企業にも活用いただけるような医薬品の安全対策のた

めのシステムを作っていこうということです。 

 9 ページは本事業の見直し案です。本事業は平成 23 年度から始めましたが、

事業が数か月の遅れを生じており、計画どおり構築していけるよう、本年度は更

に事業の進捗について厳しい管理を行ってやっていきたいと思います。また、デ

ータの正確性・網羅性を担保するために今年度からバリデーションの事業などを

始めて、信頼性の向上に努めていきたいと思います。 

 10 病院で始めておりますが、この 10 病院では、300 万程度のデータが集積で

きる予定ですが、目指している 1,000 万人には足りませんので、十分な量と質の

データが得られるよう協力医療機関の拡充をしていきたいと考えておりまして、

具体策の 2 つ目の●にありますように、データの量と質を充実するために来年度

予算もお願いして、拡充に努めていきたいと考えております。 

 10 ページです。そのためにはこれまで構築してきた実績を踏まえて、今後の

施設拡充には経費の削減というか圧縮を、できる限りできるようにしていきたい

と考えております。白黒になってしまって分かりにくいのですが、一番左の医事

データ等は病院のシステムですので、特にお金がかかるわけではないのですが、

その次の標準ストレージ化システムを病院ごとに作っていかなければなりません

ので、ここの経費をいかに圧縮できるか。また、それより右側全部は共通のシス

テムですので、共通システムを各病院に導入していく導入費は同じことを繰り返

し行うことになりますので、経費の圧縮をしていきたいと考えております。 

 11 ページは 6 月 14 日に閣議決定された日本再興戦略等、医療情報データべー

スの活用については、このように記述が盛り込まれておりまして、私どもも効率

的な経費の運用を図って構築を進めていき、早期にこのデータベースが活用でき

るような体制を作っていきたいと考えております。以上です。よろしくお願いし

ます。 

 

○行政改革推進室長 

 それでは、次に行政改革推進室で整理しました論点を御説明します。公開プロ

セスの資料の通しページの 27 ページを御覧ください。27 ページの真ん中から下

に論点を整理しておりますが、最初の○は、国民の生命を守るために 1,000 万人

規模のデータベースを構築することが目標ですが、今は 10 か所の大規模病院で

は数百万人程度のデータ収集にとどまっているということで、1,000 万人には満

たないということです。まず 1,000 万人規模のデータ収集の必要性について、そ

もそも必要なのかという点について検証を行う必要があるのではないかというこ

とです。 
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 次の○は、1,000 万人規模のデータベースの収集の必要性があったとしても、

それを実現するための方策について、これまでの手法のままでいいのか。これま

での手法を検証し、協力医療機関の確保策や事業の進行管理を見直すべきではな

いか。また、そのために必要な費用についても精査すべきではないかということ

です。 

 3 点目は、本事業の成果は、製薬企業等が自社製品の安全対策のために利用す

るということですので、1,000 万人規模のデータベースを作るときに、追加製備

費用あるいは整備後の運用経費それぞれについて、国費負担の在り方について検

証を行う必要があるのではないかという点です。 

 それでは、質疑応答に移ります。質疑時間は大体 40 分程度を見込んでおりま

すので、回答は簡潔にお願いいたします。それでは、御質問、御意見がありまし

たらお願いします。 

 

○水上委員 

 幾つかお聞きしたいと思います。まず、この医療情報データベース事業につい

ては、1,000 万人規模のデータ収集を目指していて、今の計画だと 300 万人ぐら

いは収集できると考えておられる。1,000 万人にしようという計画ですか。つま

り、今の計画上は 300 万人だから、300 万人でできるようにしようという話なの

か、1,000 万人にしたいという話なのか、どちらですか。 

 

○医薬食品局 

 1,000 万人を目指していきたいと考えています。 

 

○水上委員 

 今の計画だと何年の時点で、あと幾らかけて 1,000 万人になる予定ですか。 

 

○医薬食品局 

 今後、拠点病院を拡充していき、更にその拠点病院を中心とした地域連携を図

って、地域に横に広げていく形にして 1,000 万人にしていきたいと思っています。

そこの具体的な経費については、正確には弾いておりませんので、正確にお答え

することは難しいです。申し訳ありません。 

 

○水上委員 

 正確でなくていいのですが、概算では幾らかかる予定ですか。 

 

○医薬食品局 

 今、1 つ目ができたところですが、それを活用して新しくこれから入れていく

所には入れていきますので、そこでどのぐらい経費が圧縮できるかということで

すので、単純には概算で幾らですとお答えすることは現時点では難しいです。 
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○水上委員 

 これはもともと 1,000 万人を目指しておられて、この事業を始められたわけで

すが、この事業を始めた時点から 300 万人ぐらいしか集まらないことは分かって

いたのですよね。 

 

○医薬食品局 

 平成 23 年度に 10 病院を公募した結果として、300 万人程度になるということ

が分かりました。 

 

○水上委員 

 逆にいうと、その時点で本当は 30 病院ぐらいにするつもりだったのですか。

つまり 1,000 万人になるはずだったのに、公募が少なかったから 300 万人になっ

たわけではないですよね。 

 

○医薬食品局 

 もともと大規模なグループ病院の参加も期待していたところで、グループ病院

の場合には、統一的な電子カルテが導入されているケースであれば、いわゆる経

費は 1 か所分でも収集できるデータがかなりの数に上ると期待しておりましたが、

公募の結果としては、なかなかうまくいかなかったということです。 

 

○水上委員 

 ちなみに公募の結果としてうまくいかないことがはっきりしたのだったら、そ

の時点でこの事業を見直すことはできなかったのですか。 

 

○医薬食品局 

 この事業自体は、もちろん 10 病院は選定された所で 300 万人ということで、

当初の予定よりも少なかったわけです。このシステムを初めに作り上げるために

は薬剤疫学の実績や医療情報の取扱いの実績とか、全く新しいシステムを立ち上

げるための技術的な支援も含めて、大学病院を中心に構築を始めなければならな

いと思っておりましたので、まずは 300 万人でスタートしますが、地域連携や更

なる施設の拡充を図って 1,000 万人を目指していかなければならないと考えまし

た。 

 

○水上委員 

 また後で御意見を申し上げますが、今はっきり分かったのは、最初の時点では

平成 23 年度からの公募の時点で 1,000 万人になるようなものを目途として目指

したのですが、結果としては大学病院しか応募してくれなかったと。大学病院し

かではないかもしれませんが、中心としてしか応募してくれなかったので、300

万人しか集まる見込みがなくて、かつどの時点で幾ら使えば 1,000 万人になるの

かについても、今の時点では分からないということで理解しました。一旦終わり
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ます。 

 

○佐藤委員 

 関連質問ですが、事業をやってみた、公募をかけてみた。しかし、応募数が少

なかったというときに、よくありますが、何か問題がある。つまり、応募が少な

いネックは何なのかということは検証されましたか。というのは、余りにも条件

が厳しいとか、むしろ厚労省から、「実はこういう事業があるのですが、やりま

せんか」と。各都道府県に大学病院はあるわけですか、単純に考えても 47 はあ

るでしょうと言いたくなるので、ターゲットをあらかじめ、こういう病院に応募

してほしいというときに、グループ病院もそうですが、むしろこちらから働き掛

けるとか、あるいは何か応募において障害となるものがあるのならば、水上先生

からありましたが、「こういう形で事業を見直しませんか」とか、そういうやり

取りはあったのですか。 

 

○医薬食品局 

 具体的に施設との間で公募の前にやり取りというのはありませんが、20 の応

募がありましたが、そのうち 10 が選ばれたのです。難しかったのは、この事業

には病院側からも人的な部分での持ち出しがあって、いわゆる病院の中にデータ

ベースを置かせていただきますが、それを管理するなり、運用する部分について

は病院の支援というか、人的な又は場所的な支援を頂くしかないので、当初こう

いう事業にかなり関心が高いというか、理解のある大学病院を中心とした所しか

実際の応募は頂けなかったということです。 

 

○佐藤委員 

 民間病院であれば、もちろんコストがかさむようなことは、なかなかしにくい

というのは分かるのですが、一応自治体病院や公立病院であれば、当然公共の福

祉に資するのが本来彼らの役割です。一手間がかかるからと言って、もしこのプ

ロジェクトが日本国にとって非常に重要であるならば、むしろ少なくても公立病

院というのは、もっと積極的に公募する、あるいは少なくともそれができるよう

な人員体制を整える。あるいは今回は無理だけど、何年までにでしたら整えられ

ますという計画を出すとか、そんなことはあってもいいのかなというのが一般的

な印象だと思いますが、そういうやり取りも含めて、公募のあと、それはなかっ

たという理解ですか。 

 

○医薬食品局 

 公募のあとも大規模病院と話をした所はもちろんあります。しかし、そういう

ことで今回の公募は難しいということでしたので、もう少しこのシステム自体を

まずは立ち上げた上で、将来的にもう少しコストなり、手間暇かかる部分が合理

化できるような、効率化できるような形にして広げていくしかないのかなと考え

ています。 
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○佐藤委員 

 広げるときの地域の医療機関との連携ということです。先ほどの質問とかぶる

かもしれませんが、具体的にどういう所に働きかけて、どういう形で連携を広げ

ていくという具体的なロードマップがあるということでよろしいですか。 

 

○医薬食品局 

 もともとの公募の中にも各応募病院に対して、将来的な地域連携をどのように

できそうかという可能性については提案をしていただいており、今、拠点病院は

10 ありますが、地域をどう広げていけるかについて、相談を始めている所があ

ります。 

 

○佐藤委員 

 連携というのは、拠点病院に周辺病院の患者情報が集まるような仕組みを作る

という理解でよろしいのですか。 

 

○医薬食品局 

 はい。 

 

○永久委員 

 今の最後の質問に関わってくるかと思いますが、これは拠点病院に来られてい

る方の、その拠点病院における医療情報の収集データが基ですよね。 

 

○医薬食品局 

 はい。 

 

○永久委員 

 患者側の立場からすると、いろいろな所で医療行為を受けています。というこ

とは、拠点病院からのデータだけでは情報としては不十分ではないのでしょうか。

別の言い方をすると、例えば A さんはいろいろな薬を服用しているが、その部分

的なものだけでしかデータベースはできないから、仮にそれで統計学的な結果を

得たとしても、有意になる可能性は余り高くなくて、個人ベースの様々な投薬の

情報を得た後でなければ、正しい情報というか結果は統計学的には得られないの

ではないでしょうか。 

 

○医薬食品局 

 御指摘のとおりですが、例えば、どういう解析をするかによっても、どういう

対象のデータを使えばいいかが違ってくるので、例えば今、大学病院中心ですが、

非常に急性期の医薬品の副作用については、十分にこのシステムでも知見を得る

ことができますし、また、ロングタームで、例えば 5 年とか 10 年とかというデ
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ータを取るとなると、今の急性期のデータベースではできませんが、それは将来

的に地域連携を。まだ日本の電子カルテの普及率自体も平均的に 20％ぐらいで、

400 床以上の病院でもまだ半分ぐらいという状況において、将来的にどんどんこ

れから電子カルテが入っていく中で、こういうシステムに参加いただけるような

環境を整えるためにはスタートを切って、まずコアの病院でのシステムをきちん

と作り、それがいかに役に立つか。急性期ではあるけれども、急性期の薬は山ほ

どあるわけですし、特にリスクの高い新薬については、いわゆる大学病院のよう

な専門の病院で使用が開始されるということは、よくあることですので、そうい

う意味で、このシステム自体は役に立たないものではなくて、これをコアにして、

今後日本の医療情報を大きくしていく必要があるのだろうと思います。 

 

○永久委員 

 お話は分かりますが、薬の飲み合わせというのか、組合せで様々な状況が生ま

れることがありますよね。そうしたことを踏まえると、今のやり方ではそうした

ものを発見するのはなかなか難しいという印象を受けるのです。もし、そういう

ことであるならば、例えば個人データをベースにしたデータの収集に、最初から

取り組んだほうが結果としてはいいのではないかと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

 

○医薬食品局 

 データというのは 1 人の人をずっとということですね。 

 

○永久委員 

 そうです。 

 

○医薬食品局 

 レセプトの情報も重要で、私どもも、レセプトデータの使用が始まっています

が、そこにもアプライさせていただいて、医薬品の対策にどう使うかについては

事業を考えております。 

 

○永久委員 

 ということは二重でいろいろなことを進めているということですか。 

 

○医薬食品局 

 例えば検査値情報とか、私どもの電子カルテの情報から得られる又は検査値デ

ータなどから得られるものはレセプトの中に入っていないので、レセプトはレセ

プトで使い道があると思いますし、そこにはないものを、もっときめ細かい解析

をするにはレセプトではちょっと無理があると思います。 

 アメリカもほとんど同じような状況にあって、レセプトだけで参加しているデ

ータベースもありますし、そこにどんどん FDA は、いわゆる診療情報、電子カル
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テ情報を取り込んでいこうと考えています。 

 今日の追加の資料の 3 ページにありますが、FDA は全く先行しているわけで、

今は 14 のデータパートナーでのデータ解析をしております。これは数字が古い

のですが、1 億 2,500 万人分のデータを集めた 2 年前の段階で、電子カルテデー

タが存在するのはそのうちの 2,000 万人分ということで、数はもちろん私どもよ

りもずっと多いのですが、彼らも、まずはレセプトデータですが、電子カルテデ

ータが重要だということで、そこを拡充しており、私たちも電子カルテのデータ

でできること、もちろんレセプトだけでもできることがありますので、それはう

まく使いこなしてというか、扱っていく必要があるのかと考えています。このデ

ータベースを使う研究というのは、世界中でいろいろ始まっていますが、正に今、

何を解析したいかによって、どういうデータベースを使うか、むしろ適切なデー

タベースを選んで使うという形です。今、日本にはレセプトデータベースが。 

 

○水上委員 

 話が長いです。 

 

○医薬食品局 

 申し訳ございません。 

 

○長崎委員 

 基本的なところについて伺いたいと思います。今の計画ですと、平成 25 年度

までに、一応このシステムの構築を予定しておられると。それは 10 医療機関に

ついてで、ただし、そこから得られるそのデータは 300 万件だと言っている。皆

さんは目標は 1,000 万件だと。これを求めていくと言われるわけですが、そうす

ると平成 25 年度までの、今までの予算というか、23、24、25 年は大体 10 億円

ぐらいの予算なのです。それで 300 万しかデータが得られないとしたら、1,000

万にするためには更に 3 倍の拠点病院というか、そういうものの協力を得なけれ

ばいけないということになるかと思います。単純にはそうではないかも分かりま

せんが、そのためには更にそれに見合う整備のための予算を今後も求めていくつ

もりなのでしょうかということです。なぜ 1,000 万にこだわっているのかという

のも 1 つ疑問なで、今一つよく分からないのです。病院の拡充をされるというお

話をしていましたが、どこまで幾らのお金をかけて、いつまでにそういうことを

なさろうとしておられるのかというのがお答えいただきたい 1 つです。 

 それから、応募をしても手を挙げてくれる病院が少なかったということですが、

それはそれぞれの医療機関にいろいろな事業の負担がかかるからではないのです

か。そういうものに対して、どういう補助というか手当を皆さんがお考えになっ

ておられるのかというのが 2 つ目です。 

 もう 1 つは、最終的に出来上がったものは製薬会社や研究者など、いろいろな

方々が活用される。このシステムに集められるデータは、一種のこういう分野の

インフラを整備するようなことになるだろうと思うですが、具体的にある程度の
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製薬会社と構想について協議をして、どのように負担をしてもらうとかという話

は進めているのでしょうか。その 3 つのことをお願いします。 

 

○石渡委員 

 関連ですが、先ほど長崎先生がデータのインフラというお話をされましたが、

そうであれば、このデータをどう使うかという辺りが、今、医薬品の安全性とか

副作用情報に限定していますが、もっと幅広い利用の仕方みたいなものが、きち

んと方向性が打ち出されていれば、協力する医療機関などももっと増えてくるの

ではないか。データをどのように活用するかみたいなところが、少し明確になり

切れてないように思うのてすが、その辺りも含めて。 

 

○行政改革推進室長 

 では、併せてお願いします。 

 

○医薬食品局 

 まず、10 病院分を造って、国費は大体 10 億円で、あとは製薬企業からの拠出

金が 10 億円で、3 年間で作ろうとしていますが、これを更に 1,000 万にすると 3

倍掛かるのではないかということですが、先ほど見ていただいたこのフローにあ

りますように、ここの部分は全部共通ですので、この部分について今年というか、

1 個造ったのですが、ここにお金がかかっていますが、これが 10 個分かかるわ

けではないので、ここからここに病院のシステムから乗せ替えるところのお金と、

全体を作ったものを病院の中に入れなければいけませんので、そのお金がかかる

だけで、かなり圧縮はしていけると考えています。 

 

○長崎委員 

 それならそれでいいのですが、具体的に 1,000 万を目指して協力病院を拡充を

していくということですが、10 病院で 300 万しかないのですから、追加ではか

かりますよね。 

 

○医薬食品局 

 追加のお金がかかります。 

 

○長崎委員 

 それがどのぐらいのことを見込んでおられるのかということと、いつまでに

1,000 万の達成を目指しておられるのか。少しタイムスケジュールも要るのでは

ないかと思いますが。 

 

○医薬食品局 

 幾らというところと、いつまでにということについては、最初の水上委員の質

問に対する回答にもありましたように、そこはまだ計画として立てていないとい
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うところがあります。 

 

○水上委員 

 大分議論も深まってきたので、そろそろ核心的なことを伺いたいと思います。

このデータベースを作るに当たって、事前に検討会として「医薬品の安全対策等

における医療関係データベースの活用方策に関する懇談会」というのが開かれて

いて、6 回ぐらいまではレセプト情報をきちんと入れようという形で議論がされ

ていたように思います。突然パプコメぐらいでそれが消えて、それに対して 8 回

目で佐藤委員から 3 人の連名で「レセプトナショナルデータベースを中核とする

提言に変更しなければ、この提言案で掲げられているような医薬品の安全対策の

向上は達成されない」という意見を、委員自体が述べられているように思うので

す。 

 さらに、この議事録を見ると、パブコメの意見番号 9 というのがあるらしいの

ですが、ここに日本薬剤疫学会の理事長名の意見が出ているらしくて、これもや

はり「病院のデータベースだけでは安全対策に活用するには非常に限界があるの

ではないか」と言っているというのが実際に出ている。 

 これは我々が想像してレセプトと連動しないと駄目なのではないかと言ってい

るだけではなくて、プロの見解の中でも、病院だけがやったのでは、つまり、急

性期はという話が出ましたが、完全にその人を入院させてしまって、一切診療所

では診療されないという状態にあれば別ですが、通院患者の場合は、診療所で同

じように処方されるわけです。 

 そう考えると、実際に何か統計的に問題がありそうだということが分かったと

しても、それは本当に病院で処方された薬のせいなのか、診療所で投与された薬

のせいなのか分からない。そういう状態で有意のデータになっているかというと、

そうではないのではないかということについては、この事業を始める前の時点か

ら分かっていたと思うのですが、どうして始めたのですか。 

 

○医薬食品局 

 レセプトのデータはもちろん有用なデータなので、レセプトはレセプトで使っ

ていこうということで、今はレセプトの使用の事業にもアプライして使い始めて

いますが、病院のデータも必要ですので、私どもはレセプトのほうは既にあるわ

けですから、ないほうの病院のシステムを予算を頂いて作っているということで

す。今はリンケージを張ることができませんが、将来的にはレセプトのデータも

活用した解析を、もちろん行っていくつもりです。 

 

○水上委員 

 ここからは意見で質問ではないということで理解していただきたいと思います

が、論点は 3 つあると思います。1 つは、日本に今ある副作用のデータベースを

超える医療情報データベース 1,000 万人分が、そもそも必要なのかというのが最

初の論点で、そこについては十分に必要なのかどうか得心がいったとまでは言い
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ませんが、必要ないとまでは今のところは判断できる状態にはないと思います。

2 点目は必要だし、現在やろうとしている仕組みが効果がある仕組みなのか。第

3 点で、それもクリアできたとして、それは製薬会社が自分でやるべきことなの

か、国が金を出すべきことなのかという 3 つの構造の論点があると思います。 

 私の意見では 2 個目と 3 個目にちょっと問題がある。特に 2 個目が現時点のシ

ステムでは意味があると考えられない。理由は 3 つあります。1 つは、大学病院

のデータだけではレセプトとも連携しない状態で、十分に効果が上がるとは思え

ない。第 2 に、その中でも東大みたいな最も特殊な大学病院は普通の大手病院と

は全然違うわけで、東大が良い研究をしているとは思いますが、普通の病院と全

く違う病院であることは明らかで、東大のような特殊な大学病院から始めること

は、中でも最も効果がないやり方である。 

 次に、データ数もせいぜい数百万人しか集まってなくて、今後幾らかければ

1,000 万になるかも分からず、レセプトと連携するには幾らかかるかも分からな

い。急性期病院だけではなくて、診療所と連携するには幾らかかるかも分からな

くて、いつできるかも分からないという状況では、結局幾らかけて、どうなるの

か全く分からない状態にある。このような状態で進めることは国費の投入として

全く説明できない。更に進める前の時点で、今言ったような反対意見が出ており、

そういうことが全部整理できてからやったらどうですか、という議論もされてい

たのに、強行されているという状況が見て取れる。 

 このように考えると、この事業は一旦廃止して、全ての状況を見極めてから、

もっと効果のある、意味のある、少なくとも東大を中心にやるなどということで

はなくて、もっときちんと成果の上がる形でやり直すべきだと考えますので、そ

のように意見を申し上げます。 

 

○佐藤委員 

 私もコメントになるのかもしれませんが、何らかの形でスタートアップを切ら

なければいけないというのは分ります。もちろん、いきなりフルキャパシティで

データベースをそろえるということは難しい。ただ、ここで問われるのは、今の

10 拠点病院でスタートを切るのが、果たして正しい出発点なのかというところ

だと思います。 

 説明の仕方に私も正直言って難を感じているのは、現状は分かります。300 万

人しかなかなか集まらなかった。当初の 1,000 万人になかなか届いていない。で

は、どうするのかというときに、取りあえず地域医療に広げます。具体的に何か

マスタープランがあるのかというと、それはない。レセプトの話が出ると、今度

は「いや、レセプトとも連携を考えています」と。これは事前勉強会にも全然出

てこなかった話です。レセプトとの連携も考えていますと。「では、具体的にど

うやるのですか」というと、まだ検討中ということになってしまうのです。結局

スタートは切ってみたけれども、これからどこに 1 歩進めていくのかというのは、

全て検討中なのではないかということになると、「果たしてこのまま進んで大丈

夫ですか」と問われると思います。 
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 もちろん、今回この事業は槍玉に上がっていますが、別にこの事業だけの話で

はないと思います。取りあえず何らかのレビューで試行的に始めなければいけな

いということは分かるのですが、でも試行なのだから、一旦やって、300 万人し

か集まらなかったと。私も東大は統計学でいう代表的サンブルだとは到底思えな

いのですが、いろいろ問題があるとしたら、ちゃんと原点回帰して検証して次の

1 歩はどうするのかということを真摯に考えないと、単に闇雲に「これから広げ

るのです。だから、予算ください」と言われても、これは行政事業レビューです

から「これに税金をどこまで投入するのですか」と言われると、効果を見せてく

れないと説明がつきません。少なくともロードマップを見せてくれないと、とて

も税金を使う根拠にはならないという気がします。 

 

○井出委員 

 ほかの委員から意見が出ているので、いろいろお考えを頂きたいのですが、9

ページの見直し案が、私はまだ見えないところがあって、仮に今度協力医療機関

を広げていく場合にどうするか。前にあった公募の要件がかなりきつかったのか

なということも考え直すとか、どこに原因があるかというのはお考えいただきた

い。 

 言っていいかどうか分かりませんが、うま味というか、協力をするインセンテ

ィブのような「ああ、やるやる」というような、そういう仕組みを少し考えるこ

とも必要ではないかと思います。見直し案については、もう少し御検討いただき

たいというのが私の意見です。 

 もう 1 点は、レビューシートのほうで、これはお願いです。3～6 ページ辺り

までお金の流れが出ていて、よく理解できるのですが、例えば PMDA 以下、競争

入札、一般競争でいろいろな所に流れています。一般競争と言いながら、入札が

1 社しかないというのが残念なところで、競争性を働かせるという意味では、こ

れからもっと努力をしていただきたいと思います。 

 もう 1 点は、これはシステムなのでなかなか難しいところでしょうが、システ

ムを開発する。そうすると、そのあとにある時期がくれば、必ず公開したり、保

守などが働くときに、最初に開発した所がずっと流れで取っていってしまうよう

な仕組みがあって、そういう流れは私も理解できるのですが、できるだけいろい

ろな所が、また別の形で手を挙げてくれるような、お金の流れとか調達の流れに

厚労省からもチェックをしていただきたいと思います。意見だけです。 

 

○行政改革推進室長 

 議論の途中ですが、コメントシートの記入を進めていただくようにお願いいた

します。記入が終わりましたら、担当者が回収に伺いますので、よろしくお願い

します。並行して御議論をお願いします。 

 

○佐藤委員 

 資問ばかり一方的になってしまいますが、質問です。仮りにこのデータベース
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を使って、昨日見せていただいたようなある特定の医薬品について、ある副作用

が検証されたとします。つまり、ほかの使っていない患者に比べて発生率が高い

ということがデータベースから検証されたとして、この段階ではまだ仮説です。

この仮説に基づいて、どういう手段を講じることになるのか。さすがにいきなり

やめるということは言わないと思いますが、どういうプロセスを採って、医療機

関にフィードバックしていくことになるのでしょうか。その辺の流れを知りたい。 

 さらに何か突き詰めて、どういう状況になったらこの薬は駄目だというか。あ

る自粛を求めていくとか、仮に何らかの問題点はこのデータベースから発見され

たあとに、どういう流れでこの副作用に対する対応が進むのか、教えていただけ

ればと思います。 

 

○医薬食品局 

 通常は何か疑わしい知見が得られた場合には、添付文書にこういう報告がある、

こういう知見が得られたということを書いていきます。そうやって注意喚起をし

ながら、自発報告の報告情況などを継続的に見ていきます。具体的に何か予防策

をとれるようなことがあるのであれば、その予防策も添付文書などに反映してい

きます。 

 そういう予防策をやりながらも、例えば自発報告が減らない場合、又は重篤な

症例が出てくるようになった場合には、さらに使用上の注意の新たな対応を考え

るか、場合によってはそういう製品の使用をどうするかということも考えるとい

うことで、まずは添付文書で情報提供をしながら、副作用の発現状況を見ていく

ことになるのかと思います。 

 

○佐藤委員 

 そこで昨日 PMDA に行って、医薬品安全対策新システムを見せていただいたの

ですが、どちらかというと、恐らく補完的な使い方になると思います。ただ、例

えば市場に対するウォーニングとか警告の出し方としては、従来の安全対策支援

システムで見付かった場合に比べると、データベースのほうが確信を持って、こ

れはまずいのではないかという形での強い警告になるのか、あるいは逆に従来型

とそんなに変わらない程度のウォーニングになるのか、この辺はどういう住み分

けになるのでしょうか。 

 

○医薬食品局 

 恐らく早くキャッチできるということだと思います。もともとはアメリカがこ

れを法律まで作って構築しようとしているのが、自発報告では 2 年も掛かった副

作用が、データベースをあのときに回していれば、2 年も早く分かったではない

かということに対して、法律まで作ってやってきておりますので、早く芽が見出

せるということに強みを発揮するし、もちろん頻度が分かりますので、ほかにも

いろいろなことができるわけですが、そういうことに活用されるのだろうと思い

ます。 
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○佐藤委員 

 もちろんそのとおりだと思います。それが今の 10 拠点病院で、かなり限定的

で、果たしてこの段階で強く言えるものですか。1,000 万人まで達成してから、

初めて今のコメントが有効になると考えておられるのでしょうか。 

 

○医薬食品局 

 1,000 万人自体も必要十分な 1,000 万人ではなくて、もちろん医薬品の種類又

は問題としている副作用の種類によって多くの人が飲んでいて、たくさん起こる

副作用であれば、300 万人でも十分なことが分かるし、少しの人しか飲んでいな

くて、非常に希にしか起こらない副作用だと 1 億人のデータがないと分からない

ということになるのであって、1,000 万人は必要十分でも何でもないわけです。 

 ただ、現実的に日本の電子カルテの状況とか薬剤疫学の実施状況とか、予算の

制限とかいろいろなことを考えたときに、私たちとしては、まず 1,000 万人を目

指して作れというのが、懇談会の御指示でもあって、今はそれを目指して作り始

めているということです。 

 まずは 10 病院は急性期ではありますが、急性期でできることが十分あって、

それを見せることで、更にこれに参加を呼び掛けていくことができると思います

し、経費も削減していくことができると考えています。 

 

○佐藤委員 

 そこを好意的に捉えるとしたときに、10 病院が急性期で、必ずしも代表的サ

ンプルではないかもしれませんが、例えば、具体的にこういう副作用とか、そち

らの仮説があって、レアケースとして、こういう副作用について特に重点的に調

べてみたいとか。つまりそのデータベースの有効性を証明したいわけですか。だ

とすればターゲットになるような疾病とか症例があって、実際にそれがちゃんと

検証できることが分かれば、多分皆さんは、このデータベースの有効性が分かっ

てくると思います。そういう狙いというのはあるのですか、今は副作用、副作用

としていますが、いろいろな副作用が世の中にあるわけです。今回は特に 10 拠

点と決まっているので、この中でこういうのを特に狙っているというのはありま

すか。 

 

○医薬食品局 

 具体的に 1 個、2 個というようにやっているわけではありませんが、やはり多

くの患者さんが服用する薬で、発現率がそれなりにあるものについては、どうい

う患者で起こっているのかということについて、300 万人でも、例えば腎臓機能

がこのぐらい以上悪い人は使わないほうがいいとかということについては、十分

に機能を発揮することができるだろうと思っています。ですから、では、300 万

人でやればいいということなのかもしれませんが、300 万人でできることが全く

ないわけではなくて、300 万人でも十分にできる。ただ、1,000 万人あれば、更
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にできる。1 億人あればもっといろいろなことができるということで、まずはこ

れで何ができるかということを世の中に示した上で、それに将来的には自費で参

加をいただけるようなシステムにしていきたいと考えています。 

 先ほど御質問があって、お答えしていないのですが、製薬企業との間では半分

製薬企業からの拠出金でも作っておりまして、将来的に平成 28 年度以降、彼ら

にも使っていただこうと思っています。それはもちろん製薬企業と話を始めてお

りまして、彼らにとって良い、使いやすいプログラムを作っていこうということ

で、彼らのインプットも頂きながら、開発を進めております。 

 その場合、製薬企業は使っていただくことに対しては、将来的には手数料を頂

いた上で、それでシステムがうまく回っていくように、平成 27 年度までの試行

期間中に、どういうことができて、それにはどのぐらいの手数料がいただけて、

このぐらいでシステムが回せると。 

 イギリスなどは 1 件の解析で 500～1,000 万ぐらいの手数料を取って、年間

270 万ぐらいの基本料金で、1 件の解析ごとに手数料を取る形で、国のシステム

を動かしていますので、そんなことを目指して、いつまでも国費で回して、全部

国費で回していくということは私たちとしても考えておりません。 

 まだ御質問を頂いていた利用の仕方の方向性を示したほうがいいということで、

安全対策だけではなくて、もっといろいろなことに使えるのではないかと、世の

中のいろいろな人からも言われておりますので、そこは考えていきたいと思って

います。今はこのデータの取扱いについての検討会もやっておりますが、医療情

報を取り扱うという点で非常にセンシティブな問題があって、まずは安全対策の

範囲で、個人情報が問題になるようなことがなくてきちんと使えるという実績を

見ていただいた上で、もっと国民のためにいろいろ役立つことに使っていけるよ

うに考えていきたいと考えています。 

 

○永久委員 

 事業目的というのは、私はすごく大事なことだと思って、早く進めるべきだと

理解していますが、今のようになかなか進まない。しかもレセプトのナショナル

データベースみたいなものもなかなか進まない。本来ならこれを統合した形のシ

ステムが一番よろしいのかと思いますが、それで質問したいのは、どこが一番ボ

トルネックになっているのですか。お金ですか、それとも何か政治的な障害です

か。ほかに何があるのでしょうか。 

 

○医薬食品局 

 それはレセプトとの統合との意味での。 

 

○永久委員 

 違います。これ自体が、そこの部分だけを言っているわけではないのです。全

体としてなかなか進んでいないとすれば、何がボトルネックになるのでしょうか。

それを指摘していただいたら、そこを改革していけばいい話であって、もしお金
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をかけても必要であるならば一気にやればいいだろうし、要はそのボトルネック

は何かということを伺いたいです。 

 

○石渡委員 

 カルテの電子化データ化も進んでいないということですが、その辺りも関係し

ているのでしょうか。今、電子化されているのは全病院でどのぐらいかというの

も分かりますか。 

 

○医薬食品局 

 診療所が 20％ぐらいで、400 床以上の病院が 50％を超えたぐらいで、全体を

平均すると 20％ぐらいというところです。お金がないのは事実ですが、電子化

の問題、コードの標準化も問題になっていると思います。コードの標準化という

のは、例えば、検査値のコードを電子カルテに入れるのにコードを使って。 

 

○永久委員 

 細かい話はいいのですが、技術的な問題ですか、それとも技術的なもの以外で

すか、それともほかにありますか。 

 

○医薬食品局 

 あとほかにありますのは、医療機関は現在は医療を行うことが本来業務です。

それに加えて、このデータベースを設置するとなると、どうしてもその部分のコ

ストを病院側にも負担して頂く必要があります。そうすると、そのお金と人はど

こからやり繰りするのかというのは、当然大きな問題として存在しますので、そ

この解決が必要になると考えています。 

 

○永久委員 

 それは予算の問題という理解ですか。 

 

○医薬食品局 

 そうです、予算です。 

 

○永久委員 

 それを予算をかけずにやる方法とか、いろいろ考えなければいけないのだろう

と思うのですが、ボトルネックは何かをきっちりと整理して、そこに対して一番

コストの安いやり方は何かということをきっちりと提示してもらえたら、我々も

理解が進むのだろうと思います。それがないですよね。ただ、継続したい、お金

をもっと増やしたいという話は分かりましたが、そうした分析がまずは必要なの

ではないかと思います。 

 

○水上委員 
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 1 点質問です。これは先ほど言った論点の中だと、論点 2 で、私はこの事業に

ついては結論を出してしまっているのですが、論点 3 のことを一応聞いておきた

いと思います。論点 3 というのは、この事業をやる意味があるとして、どのぐら

い国費を投入するかという論点で聞きたいのです。 

 11 ページに各国の主要な医療情報データベースが書かれています。アメリカ

が一番進んでいるのでアメリカで聞きますが、5 番とか 6 番とか 7 番とか、

4,000 万人とか、1,000 万人近いというデータベースがあると思いますが、こう

いうデータベースを構築するために、例えばアメリカだとどのぐらい国費を投入

しているのですか。 

 

○医薬食品局 

 正確にはお答えのしようがないのですが、6、7 データベースを作るのに 30 億

という話を聞いたことがあります。毎年毎年数十億のお金を各施設に配っている

という話も聞いています。 

 

○水上委員 

 では、数十億単位のお金をアメリカは施設に投下をして、こういうデータベー

スをトータルで維持している。どのぐらいの規模の人数を維持しようと思ってい

て、そのぐらいかかっているのでしょうか。 

 

○医薬食品局 

 今は 1 億 6,000 万人ですが、一応目標は 1 億人ですので、数はこれ以上は増や

さないかもしれませんが、電子カルテが入っていない所が圧倒的に多いので、電

子カルテを入れていくことを、彼らとしては進めていくのだろうと思います。ま

た、彼らも逆に入院のデータがないという話も聞いていますので、入院のデータ

を入れるとか、欠けている、又は個人をずっと追いかけられないので、アメリカ

は保険会社ですが、個人がどんどん変わりますので、こちらの保険会社、こちら

の保険会社にいわゆるソーシャルセキュリティ番号というのはこういう事業には

全く使えませんので、連結することもできずに、そこの長期のデータをどう取る

かというのは、彼らとしても問題です。 

 

○水上委員 

 その辺りのアメリカでの課題を考えたときに、日本で 1,000 万人規模でアメリ

カのような効果のあるものを実際にやろうと思ったら、どのぐらいお金がかかる

かというのは算定したことはありますか。 

 

○医薬食品局 

 実際に算定したことはありませんが、10 病院に今入れようとしているのが、

国費 10、民間から 10 で 20 億で作っていますので、それの 3 倍はかかりません

ので、10 億か。 
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○水上委員 

 逆にいうと、レセプトと全部連携しても 3 倍かからないのですか。 

 

○医薬食品局 

 レセプトのデータとしてはもうあるので、あとはどうやってリンケージできる

かということですから、将来的にできるかどうか全く分かりません。私はここだ

けで個人的に言っていますが、医療のナンバーが例えばできたとすれば、匿名化

した上で、そういうリンクを張っていくことは可能ではないかと思います。そこ

にはもちろんシステムの改変が必要ですが、それは 1 個 1 個を作り直すわけでは

ないので、そこに何十億円もかかるということではないのではないかと思います。 

 

○水上委員 

 今日は本当は、そういう議論を是非してほしかったわけです。まず共通の名寄

せをする番号というのは、どのぐらいのタイミングでできるのか。まずそれがな

いと、レセプトデータと今の大学病院の診療データの間で、リンクが取れなかっ

たらレセプトとつなげないではないですか。つなぐためには技術面でというもの

と、制度面でという意味でのボトルネックがそれぞれどこにあって、そこはどの

ぐらいのタイミングで解決できる予定なのか。それでいくと最終的にレセプトデ

ータと融合する形で進められるのは何年ぐらいになるはずなのだと。そのあと実

際にシステムを組むためには 1,000 万ベースで考えたときに幾らぐらいかかる予

定なのか。それでやるときに最初に始めるべき日本を代表している、代表してい

るというのは立派だという意味ではなくて、日本の中心線、標準的な病院群とい

うのはどういう所を入れなければいけないのか。その先にレセプトと連携するに

はどういう形で診療所と連携させなければいけないのかというところが、きちん

と説明されると、そういう中で「分かりました。こことこことここのボトルネッ

クがクリアできたら、正式にゴーですね」という議論ができると思うのです。 

 ところが、そういう説明が全然されなくて、いつそれができるのかも分かりま

せんという説明をされている状態で、「取りあえず見切り発車で始めてしまいま

した」と言われても、それは全然できる話ではない。むしろこれがすごく大事で

あればあるほど、ちゃんとできなければまずいですよね。ちょっと始めてしまっ

たものがすごく変なものだったら、むしろ絶対できないことになるのではないで

すか。これが本当に大事なのだったら、今のようなところをしっかりと説明でき

る状態になってから、1 回仕切り直してしっかりとした形で進められたほうが、

結果として国民のためになると思うのですが、いかがですか。 

 

○医薬食品局 

 レセプトとの導入は御覧いただいたように、懇談会のときから議論になってい

るわけです。ただ、今はレセプトはレセプトで動いていて、医療個別法について

も別途議論が行われていますので、そういったことを見据えれば、私たちとして
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は病院側のデータベースを作って、将来的にはリンクできるようにしていきたい

と考えています。 

 

○水上委員 

 1 点だけ。私の意見ではなくて、佐藤委員の意見なのですが、「この提言を読

むと期待だけが書いてあって、期待を達成するための現実的な道筋はどこにも書

かれていないわけです。国民に期待するだけさせて、現実的な道筋が示されない

で、結局何もできませんでしたということになっては、国民を欺く提言になると

思うのです」というように、実際に懇談会の中でも言われているわけです。そし

て、今日の仕分けの中でも、具体的な道筋は結局示されなかったということです

から、これはやはり国民を欺いてしまわないように、一旦廃止にして仕切り直す

べきだというのが意見であるということを、もう一度申し上げたいと思います。 

 

○永久委員 

 最後に、別々に始まって、ある段階でガッチャンコするよりも、最初からこの

ような形にすることを目指して別々にスタートするということはあるかと思いま

す。意味が分かりますか。バックキャスティングしたほうがいいはずで、最終目

的はこういう形で、具体的にこのようになるのだという、そこに行くために何を

進めていくのかというのを。そこの辺りは個別でもいいですが、最終的な目標を

ちゃんと青写真を作っていかないと、あとでものすごいコストがかかることにな

るのだろうと思いますので、あっちも進めている、こっちも進めている、取りあ

えず進めているというやり方は、余り賢いやり方ではないように思います。 

 

○行政改革推進室長 

 それでは、時間になりましたので、取りまとめをお願いいたします。取りまと

め役から評価結果及び取りまとめのコメント案の発表をお願いいたします。 

 

○長崎委員 

 それでは、集計結果を発表いたします。事業全体の抜本的改善が必要と考えら

れる方が 5 名、事業内容の改善が求められる方が 1 名、現状どおりは 0 名となり

ました。 

 主なコメントですが、1 つ目、1,000 万人を必要とする理由や達成に向けての

ロードマップが不明確であり、今後幾らかければ実効性が得られるかが不明であ

ります。2.レセプトデータとの連携やレセプトデータを収集できるシステムに再

構築することも検討すべきだと思います。3.受益者負担を考慮し、国費投入の在

り方を再検討することが必要だと思います。 

 それでは、私から評価結果及び取のまとめのコメント案の提示をさせていただ

きます。ただいまの集計結果から、当該事業につきましては、事業全体の抜本的

改善が妥当であると考えられます。御指摘にもありましたが、データベースの規

模や達成時期等の検証、明確化、手法の再検討、費用負担等の在り方を検証して
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いただきまして、更なる見直しを行い、概算要求へ適切に反映させることが必要

であると考えられます。以上です。 

 

○行政改革推進室長 

 よろしいですか。 

 

○水上委員 

 そもそも 1,000 万のデータがあると、とても病気の予防ができるということ自

体はそうなのだろうと思います。だからこそ、ちゃんと効果が上がる形にしなけ

ればいけなくて、現状だとちょっと改善するというぐらいでは効果が上がる形に

ならないと思います。ここをよく整理していただきたいのは、始めてしまったか

ら、これを拡大するしかないのだというのは硬直的な考え方で、一旦損切りして

しまったほうが良いものができるということは往々にしてありますので、そこも

含めて、一旦やめて新しくちゃんとしたものを考えるということも含めて、是非

抜本的に見直していただければということですので、よろしくお願いします。単

に改善の幅が大きいということではなくて、一旦ゼロクリアではないかという意

味での主張ですので、その点を補足させていただければと思います。 

 

○行政改革推進室長  

 それでは、以上で終了いたします。ありがとうございました。次の準備ができ

るまでお待ちください。 

 

＜非正規労働者総合支援事業推進費＞ 

 

○行政改革推進室長 

 それでは、本日 2 つ目の事業の「非正規労働者総合支援事業推進費」の説明を

お願いいたします。 

 

○職業安定局 

 非正規労働者総合支援事業推進費の御説明です。資料の 29 ページに行政レビ

ューシートがございますが、36 ページからの資料で、目的、概要、実施方法等

についての御説明をさせていただきます。 

 派遣労働者をはじめとした非正規雇用労働者で、離転職を繰り返す方々につい

て、能力・経験、求職活動のノウハウの不足等により、安定した職業に移行する

ことが難しい状況にあります。リーマンショック後、こうした非正規労働者の失

業が大量に発生したということで、これに対応するために、平成 20 年 12 月から、

非正規労働者の多い地域に、順次キャリアアップハローワーク、それからハロー

ワーク内にキャリアアップコーナーを設置しまして、様々な就労支援をワンスト

ップで提供してきました。 

 支援の内容としては、資料の下の方ですが、職業相談・紹介を実施することに
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